
(57)【要約】
【構成】  軸回りの回転が阻止されたスピンドル７５、
８５の進退作動に基づいて、スクレーパーナイフ７１の
ドラム２０、３０に対する接離移動が行われるように構
成してなり、スピンドル挿通孔１１ｂに取り付けたダイ
ヤフラム８０の中央孔をスピンドル７５に固着してなる
真空式ドラムドライヤー。
【効果】  スピンドル７３、７５、８５の作動時に、ダ
イヤフラム８０がスピンドル７５に追随するように撓む
こととなる。したがって、両者間において摺擦部がなく
なって完全シールが図られ、気密性を良好に保つことが
できる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  チャンバー内で回転するドラムに付着し
た原料を、前記ドラムに対し接離自在なスクレーパーナ
イフによって掻き取るようにしたドラムドライヤーにお
いて、
チャンバー壁に形成された進退軸挿通孔に挿通配置さ
れ、かつ軸回りの回転が阻止された進退軸の進退作動に
基づいて、前記スクレーパーナイフのドラムに対する接
離移動が行われるよう構成されてなり、
前記進退軸および進退軸挿通孔周縁部の間に密閉状に配
設された可撓性ないしは柔軟性を有するシール材が、前
記進退軸および前記進退軸挿通孔周縁部にそれぞれ固着
されてなることを特徴とするドラムドライヤー。
【請求項２】  前記シール材が、ダイヤフラムによって
構成されてなる請求項１に記載のドラムドライヤー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は、チャンバー内で回転
するドラムに付着した原料を、前記ドラムに対し接離自
在なスクレーパーナイフによって掻き取るようにしたド
ラムドライヤーに関する。
【０００２】
【従来の技術】上記のようなドラムドライヤーでは、化
成品、薬品、食品、染料品等の乾燥品が製造されるが、
これらの中には、製造中に異常な高熱が付与されると、
品質劣化を来すものがある。
【０００３】そこで、近年になって、製造中に有害な熱
履歴を与えないように、原料を低圧下の低い蒸気圧の下
で低温乾燥するようにした真空式ドラムドライヤーが注
目を集めている。
【０００４】図７に示すように、従来の真空式ダブルド
ラムドライヤーは、真空チャンバー（１）内において相
互に内向きで高温状態で回転するドラム（２ａ）（２
ｂ）間に、液状原料（Ｆ）を供給して付着させ、その原
料（Ｆ）をドラム（２ａ）（２ｂ）が回転する間に乾燥
固化して、スクレーパーナイフ（４）によって掻き取る
ようにしたものである。
【０００５】このようなドラムドライヤーにおいては、
スクレーパーナイフ（４）の摩擦損傷等を防止するた
め、本格運転を行っているとき以外は、ナイフ（４）を
ドラム（２ａ）（２ｂ）から離脱させておく必要があ
り、以下に詳述するようにスクレーパーナイフ（４）
は、ハンドル（９）の回転操作に基づき、ドラム（２
ａ）（２ｂ）に対し接離移動するようになされている。
【０００６】すなわち図８に示すように、チャンバー
（１）内に設けられたシャフト（５）にスクレーパー本
体（６）が回転自在に取り付けられ、このスクレーパー
本体（６）の一片に前記スクレーパーナイフ（４）が固
定されるとともに、他片にスピンドル（３）の下端が取
り付けられている。

【０００７】スピンドル（３）は、チャンバー壁に形成
されたスピンドル挿通孔（１ｃ）に挿通配置されるとと
もに、チャンバー外壁に取り付けられたにスピンドル支
持具（８）に螺着されている。
【０００８】そしてこの構成において、スピンドル
（３）の上端に取り付けられたハンドル（９）を回転操
作すると、スピンドル（３）が軸回りに回転しながら軸
方向に移動し、これによりスクレーパー本体（６）が回
転して、スクレーパーナイフ（４）がドラム（２ａ）
（２ｂ）に対し接離するようになされている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来のドラ
ムドライヤーでは、チャンバー壁のスピンドル挿通部分
にグランドパッキン方式の軸シール機構（７）を取り付
けて、その部分の気密封止を図っているが、スピンドル
（３）を進退操作した場合、スピンドル（３）が軸シー
ル機構（７）内のパッキン材に対し軸回りに回転しなが
ら軸方向に移動することとなる。このため、スピンドル
（３）とパッキン材とが、軸回りの回転と軸方向の移動
との２つの作用によって摺擦するので、軸シール機構
（７）の磨耗が激しく早期劣化を来し、気密性を良好に
確保することができないという問題があった。
【００１０】また、上記のような摺擦部が存在すると、
その摺擦部に粉塵や水分が侵入して、磨耗を促進させた
り、あるいは錆を発生させ、場合によってはスピンドル
（３）をロックさせてしまい、スクレーパーナイフ
（４）の接離操作を阻害する恐れもあった。
【００１１】なお、以上の説明は、真空式のドラムドラ
イヤーを例に挙げて説明しているが、常圧式のものであ
っても、チャンバー外部から内部への異物混入や、チャ
ンバー内部から外部への有害物放出等を防止する必要が
あるため、チャンバー壁のスピンドル挿通部分に、上記
と同様な気密構造が採用されており、同様な問題が発生
することとなる。
【００１２】この発明は、上記従来技術の問題を解消
し、チャンバー壁におけるスピンドル挿通部分等の進退
軸挿通部分の気密封止を確実に行うことができ、しかも
その気密封止部への粉塵や水分の侵入等を防止できて、
それらの侵入による悪影響を防止できるドラムドライヤ
ーを提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、この発明のドラムドライヤーは、チャンバー内で回
転するドラムに付着した原料を、前記ドラムに対し接離
自在なスクレーパーナイフによって掻き取るようにした
ドラムドライヤーにおいて、チャンバー壁に形成された
進退軸挿通孔に挿通配置され、かつ軸回りの回転が阻止
された進退軸の進退作動に基づいて、前記スクレーパー
ナイフのドラムに対する接離移動が行われるよう構成さ
れてなり、前記進退軸および進退軸挿通孔周縁部の間に
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密閉状に配設された可撓性ないしは柔軟性を有するシー
ル材が、前記進退軸および進退軸挿通孔周縁部にそれぞ
れ固着されてなることを要旨とするものである。
【００１４】また、この発明においては、前記シール材
が、ダイヤフラムによって構成されてなるものを使用す
るのが好ましい。
【００１５】
【作用】この発明のドラムドライヤーは、軸回りの回転
が阻止された進退軸の進退作動に基づいて、スクレーパ
ーナイフのドラムに対する接離移動が行われるよう構成
されてなり、進退軸挿通孔を密閉するための可撓性ない
しは柔軟性を有するダイヤフラム等のシール材が、進退
軸および進退軸挿通孔周縁部にそれぞれ固着されてなる
ものである。このため、進退軸が進退したときに、シー
ル材が進退軸に追随するように変形するので、両者間に
おいて摺擦部がなくなって完全シールが図られることと
なる。
【００１６】
【実施例】
＜第１の実施例＞図１はこの発明の第１の実施例である
真空式ダブルドラムドライヤーを示す正断面図、図２は
そのドラムドライヤーの概略水平断面図である。
【００１７】両図に示すように、このドラムドライヤー
は、真空チャンバー（１１）を有しており、その真空チ
ャンバー（１１）の内部には、固定ドラム（２０）およ
びスライドドラム（３０）が相互に平行状態に配置され
ている。
【００１８】ドラム（２０）（３０）の回転軸（２１）
（３１）は、チャンバー壁に形成された回転軸挿通孔
（１２ａ）（１２ｂ）を通ってそれぞれチャンバー外に
配置される。そのうち、固定ドラム側の回転軸（２１）
の端部は、軸受（１３ａ）を介して装置本体に支持され
ている。さらに、その回転軸（２１）には、真空シール
機構等の軸シール機構（１４ａ）が外嵌されるととも
に、その軸シール機構（１４ａ）がチャンバー壁の回転
軸挿通孔周縁部にボルト止めによって固定されている。
【００１９】また、スライドドラム側の回転軸（３１）
の端部は、軸受（１３ｂ）を介して、後述するスライド
機構（４０）にそれぞれ支持されている。なお図２にお
いて、（１５ａ）（１５ｂ）は、両回転軸（２１）（３
１）のそれぞれの一端側に取り付けられ、相互に噛合す
るギアである。
【００２０】図２および図３に示すように、前記スライ
ド機構（４０）には、回転軸（３１）の軸線と直交する
方向に延び、かつ装置本体（１０）に固定されたレール
（４１）が設けられ、このレール（４１）に、スライド
プレート（４２）を介して、上記スライドドラム側の軸
受（１３ｂ）が固定されている。
【００２１】そして、図示しないスライド量調節機構を
操作することにより、回転軸（３１）がスライドドラム

（３０）とともに、回転軸（２１）（３１）の軸線に対
し直交する方向にスライドして、スライドドラム（３
０）が固定ドラム（２０）に接離するようになされてい
る。
【００２２】回転軸（３１）の軸受取付位置より少し内
側には、真空シール機構等によって構成される軸シール
機構（１４ｂ）が外嵌されており、その軸シール機構
（１４ｂ）がブラケット（３２）を介して、軸受（１３
ｂ）の外周部に固定され、これにより軸シール機構（１
４ｂ）が軸受（１３ｂ）、すなわち回転軸（３１）に対
し位置固定されている。
【００２３】回転軸（３１）のチャンバー壁と軸シール
機構（１４ｂ）との間には、回転軸（３１）を挿通させ
るようにしてフレキシブルジョイント（５０）が配置さ
れており、そのフレキシブルジョイント（５０）の一端
がチャンバー壁の回転軸挿通孔周縁部にボルト（５１）
によって固定されるとともに、他端が軸シール機構（１
４ｂ）にボルト（５２）によって固定される。
【００２４】一方、図１に示すように、チャンバー（１
１）には、ドラム（２０）（３０）の上部に対応して、
ドラム全長に渡って延びるビーム（１５）が形成され
る。ビーム（１５）の側方に位置するチャンバー壁部
は、部分的に水平姿勢に形成されてスクレーパー機構取
付部（１１ａ）が形成される。このスクレーパー機構取
付部（１１ａ）は、ビーム長手方向に沿って間隔をおき
ながら複数存在しており、図４に示すように、各スクレ
ーパー機構取付部（１１ａ）にはスピンドル挿通孔（１
１ｂ）がそれぞれ形成されている。
【００２５】チャンバー（１１）内におけるビーム（１
５）の下面には、シャフト（６１）がブラケット（６
２）を介して支持されており、さらにこのシャフト（６
１）には、前記複数のスクレーパー機構取付部（１１
ａ）にそれぞれ位置的に対応して複数のスクレーパー本
体（７０）がそれぞれ回転自在に取り付けられている。
さらに、各スクレーパー本体（７０）の一片には、それ
ぞれスクレーパーナイフ（７１）が取り付けられる。
【００２６】スクレーパー機構取付部（１１ａ）のスピ
ンドル挿通孔周縁部には、ダイヤフラム（８０）等のシ
ール材を介して、断面逆Ｕ字型の有蓋筒状のスピンドル
カバー（７２）の下端外周が重ね合わされ、その重ね合
わせ部が、ダイヤフラム（８０）の外周とともにスクレ
ーパー機構取付部（１１ａ）に固定されている。
【００２７】このスピンドルカバー（７２）の上壁に
は、ねじ切孔（７２ａ）が形成されるとともに、このね
じ切孔（７２ａ）に上部スピンドル（７３）のねじ付部
（７３ａ）が螺挿されている。さらに、上部スピンドル
（７３）の上端には、ハンドル（７４）が取り付けられ
ており、ハンドル（７４）を回転操作することにより、
その回転量に応じて上部スピンドル（７３）が軸回りに
回転しながら軸方向に沿って移動するようになされてい
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る。
【００２８】スピンドルカバー（７２）の内部におい
て、上部スピンドル（７３）には、軸回りに回転自在と
なるように、上部スプリング受具（７３ｂ）および下部
スプリング受具（７３ｃ）が外嵌されている。両スプリ
ング受具（７３ｂ）（７３ｃ）間には圧縮スプリング
（７３ｄ）が介在され、そのスプリング（７３ｄ）によ
り、両スプリング受具（７３ｂ）（７３ｃ）が相互に離
隔する方向に付勢されている。この場合、上部スプリン
グ受具（７３ｂ）は、上部スピンドル（７３）のねじ切
部（７３ａ）の下端に係止されるとともに、下部スプリ
ング受具（７３ｃ）は、上部スピンドル（７３）の下端
に取り付けられた固着具（７３ｅ）に係止されることに
より、両スプリング受具（７３ｂ）（７３ｃ）の軸方向
の移動が規制されている。
【００２９】上部スピンドル（７３）の下側に配置され
る連結スピンドル（７５）は、図５に示すように、有底
筒状の本体（７５ａ）と、その本体（７５ａ）の底壁中
央に連設されたねじ付軸部（７５ｂ）とを有している。
そして、本体（７５ａ）の上端外周に形成されたフラン
ジ部（７５ｃ）が、下部スプリング受具（７３ｃ）の下
面にボルト止めによって固定されている。
【００３０】連結スピンドル（７５）のねじ付軸部（７
５ｂ）は、上記ダイヤフラム（８０）の中央孔（８０
ａ）を通ってチャンバー内に配置されて、そのねじ付軸
部（７５ｂ）に、座金（８１）およびワッシャー（８
２）を介して、ロックナット（８３）およびターンバッ
クル形式の特殊連結ナット（８４）が締結される。これ
により、連結スピンドル（７５）の軸部（７５ｂ）がダ
イヤフラム（８０）の中央孔周縁部に固着されることと
なる。
【００３１】また、特殊連結ナット（８４）の下部に
は、下部スピンドル（８５）の上端部に設けられたねじ
付部（８５ｂ）が、ロックナット（８６）を介して螺挿
されるとともに、図４に示すように下部スピンドル（８
５）の下端が、前記スクレーパー本体（７０）の他片
に、軸方向に若干の遊びを設けた状態で取り付けられて
いる。
【００３２】スピンドルカバー（７２）の内周面には、
回り止め具（８７）が固定されており、この回り止め具
（８７）に、下部スプリング受具（７３ｃ）の外周部
が、軸回りの回転は規制されながら、上下方向のスライ
ド移動は許容されるように取り付けられる。
【００３３】そして、前記したようにハンドル（７４）
の回転操作を行って、上部スピンドル（７３）を軸回り
に回転させながら軸方向に移動させた場合、上部スピン
ドル（７３）が下部スプリング受具（７３ｃ）に対し軸
回りに回転することにより、軸回りの回転は連結スピン
ドル（７５）以降へは伝達されず、軸方向の移動のみが
スプリング受具（７３ｂ）（７３ｃ）を介して連結スピ

ンドル（７５）および下部スピンドル（８５）に伝達さ
れる。こうして、スピンドル（７５）（８５）が軸回り
の回転が阻止されながら軸方向に移動すると、スクレー
パー本体（７０）が回転して、スクレーパーナイフ（７
１）がドラム（２０）（３０）の外周面に接離するよう
になされている。このとき、連結スピンドル（７５）に
固着されたダイヤフラム（８０）は、スピンドル（７
５）に追随するように上下に撓むので、スピンドルの進
退移動が阻害されることはない。
【００３４】図１に戻って、チャンバー（１１）の上部
からチャンバー内に引き込まれた原料供給機構（１６）
は、ドラム（２０）（３０）間に形成された原料供給部
（１６ａ）の上方に対応して配置される。さらに、ドラ
ム（２０）（３０）の両側におけるスクレーパナイフ
（７１）の下方位置には、掻き取り原料（Ｆ）を所定箇
所へ搬送するためのコンベア（１７）が配置されてい
る。
【００３５】このドラムドライヤーにおいて、液状原料
の乾燥処理を行う場合には、まずチャンバー（１１）内
を図示しない真空機構によって真空状態に保持しておい
てから、ドラム（２０）（３０）を加熱して回転させ
る。
【００３６】つづいて、原料供給機構（１６）から原料
供給部（１６ａ）に液状原料（Ｆ）を供給し、ドラム
（２０）（３０）の表面に付着させる。
【００３７】次に、ハンドル（７４）の回転操作によ
り、スピンドル（７３）（７５）（８５）を降下させ、
スクレーパーナイフ（７１）をドラム（２０）（３０）
の表面に低圧で接触させる。そして、ナイフ（７１）が
馴染んできたところで、再びハンドル（７４）を操作し
て、ナイフ（７１）をドラム（２０）（３０）に高圧で
接触させる。
【００３８】これにより、ドラム（２０）（３０）に付
着した乾燥原料（Ｆ）が、スクレーパーナイフ（７１）
によって掻き落とされて、コンベア（１７）を介して所
定箇所に収集される。
【００３９】一方、装置運転を停止する場合には、上記
とは逆の操作を行う。すなわち、原料（Ｆ）の供給を停
止し、その後ナイフ（７１）のドラム（２０）（３０）
への接触圧を一旦低圧に切り換えてから、ナイフ（７
１）をドラム（２０）（３０）から離脱させる。
【００４０】このドラムドライヤーにおいて、ドラム
（２０）（３０）間の寸法は、スライドドラム（３０）
をスライドさせるだけで、簡単に変更することができ
る。この場合、図２に示すように軸シール機構（１４
ｂ）は、ブラケット（３２）を介して軸受（１３ｂ）に
固定されるため、回転軸（３１）と連動してスライドす
るとともに、そのスライドにより生じる回転軸（３１）
の変位は、フレキシブルジョイント（５０）の変形によ
って吸収される。したがって、軸シール機構（１４ｂ）
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に有害なひずみが発生することはなく、その機構（１４
ｂ）の損傷を防止でき、気密性を良好に保つことができ
る。
【００４１】なお言うもでもなく、軸シール機構（１４
ｂ）とチャンバー壁との隙間はフレキシブルジョイント
（５０）によって密閉されているので、その隙間の気密
性は良好に保たれる。
【００４２】また、スクレーパー機構のスピンドル部分
においては、図４に示すように連結スピンドル（７５）
の外周にダイヤフラム（８０）の中央孔周縁部を固着す
るとともに、ダイヤフラム（８０）の外周縁部を、チャ
ンバー（１１）のスピンドル挿通孔周縁部に固着してい
るため、スピンドル（７５）が進退したとき、ダイヤフ
ラム（８０）はスピンドル（７５）に追随するように撓
むこととなる。したがって、スピンドル（７５）とダイ
ヤフラム（８０）との間において摺擦部がなくなって完
全シールが図られて、気密性を良好に保つことができる
とともに、その間への粉塵や水分の侵入を防止でき、ス
ピンドル（７５）やダイヤフラム（８０）等の損傷や錆
の発生も防止することができる。さらにこのようなシー
ル部分の損傷を防止できることにより、シール部分の保
守、点検が不要となって、メンテナンスフリーも実現す
ることができる。
【００４３】しかも、スピンドル機構のうち、粉塵等の
付着による悪影響を受けやすいスプリング（７３ｄ）等
をスピンドルカバー（７２）により被覆しているため、
スプリング（７３ｄ）等への粉塵の付着を防止でき、そ
の損傷等も有効に防止することができる。
【００４４】＜第２の実施例＞図６はこの発明の第２の
実施例である常圧式シングルドラムドライヤーを示す概
略正断面図である。同図に示すように、このドラムドラ
イヤーにおいては、フィードロール（１３０）が、上記
第１の実施例のスライドドラム（３０）に対応してお
り、そのロール（１３０）が上記と同様な機構によって
ドラム（１２０）に接離するようになされている。さら
にロール（１３０）の回転軸（１３１）とチャンバー
（１１１）の回転軸挿通孔との間は上記と同様な機構に
よって気密封止が図られている。
【００４５】一方、スクレーパー機構において、ビーム
（１１５）には、エアーシリンダー（１５１）等の流体
圧シリンダーが配置されており、そのシリンダー（１５
１）の本体（１５２）がビーム（１１５）の内周面に回
転自在に取り付けられるとともに、シリンダーロッド
（１５３）がビーム（１１５）に形成されたロッド挿通
孔（１１５ａ）を通ってチャンバー（１１１）の内部に
配置される。
【００４６】シリンダーロッド（１５３）にはダイヤフ
ラム（１８０）の中央孔内周縁部が固着されるととも
に、ダイヤフラム（１８０）の外周縁部はビーム（１１
５）のスピンドル挿通孔周縁部に固着されている。

【００４７】また、チャンバー（１１１）内において、
ビーム（１１５）の一側面には、ブラケット（１６２）
を介してシャフト（１６１）が支持されており、そのシ
ャフト（１６１）に、スクレーパー本体（１７０）が回
転自在に取り付けられる。
【００４８】スクレーパー本体（１７０）の一片には、
スクレーパーナイフ（１７１）が取り付けられるととも
に、他片には前記シリンダーロッド（１５３）の先端が
回転自在に取り付けられている。そして、シリンダー
（１５１）が進退駆動すると、スクレーパー本体（１７
０）が回転して、スクレーパーナイフ（１７１）がドラ
ム（１２０）に接離するようになされている。
【００４９】このドラムドライヤーにおいて、原料供給
機構（１１６）から原料供給部（１１６ａ）内に供給さ
れた原料（Ｆ）は、フィードロール（１３０）の外表面
に一旦付着してから、ドラム（１２０）の外表面に付着
する。そして、その原料（Ｆ）は、ドラム（１２０）が
回転する間に乾燥固化し、その後スクレーパーナイフ
（１７１）によって順次掻き落とされて、コンベア（１
１７）を介して所定箇所に収集される。
【００５０】このドラムドライヤーにおいても、チャン
バー（１１１）おけるフィードロール（１３０）の回転
軸挿通部分に、上記第１の実施例と同様な構造を採用し
ているため、その部分の気密性を良好に確保できて、チ
ャンバー（１１１）内への異物混入や、有害物の放出等
を防止できるとともに、ドラム（１２０）とフィードロ
ール（１３０）間の寸法変更作業を簡単に行うことがで
きる。
【００５１】また、チャンバー（１１１）のロッド挿通
孔周縁部に取り付けたダイヤフラム（１８０）をシリン
ダーロッド（１５３）に固着しているため、ロッド（１
５３）とダイヤフラム（１８０）との間を完全にシール
することができ、気密性を良好に保つことができる。
【００５２】さらに、シリンダー本体（１５２）等のス
クレーパー駆動部が、ビーム（１１５）等の閉空間内に
収納されているため、ビーム（１１５）内への粉塵等の
侵入が防止されることにより、粉塵の付着によるスクレ
ーパー駆動部の損傷等を防止できる。
【００５３】またこの構成において、ビーム（１１５）
内に窒素等の不活性ガスを供給し、その内圧を外圧より
も高く設定しておけば、ビーム（１１５）内への粉塵の
侵入を、より確実に防止することができる。
【００５４】ところで、この実施例のように、スクレー
パー駆動部として、シリンダー（１５１）を使用する
と、以下に説明するように、シート状の乾燥原料を確実
に得ることもできる。
【００５５】すなわち、スクレーパー作動用としてハン
ドル式のものを採用すると、同図想像線に示すように、
ハンドル操作性を考慮してハンドル（１７４）をチャン
バー（１１１）の外側面に配置する必要がある。このと
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き、ハンドル（１７４）とスクレーパー本体（１７０）
とを接続するスピンドル（１７５）はナイフ（１７１）
の下方に配置されることとなるので、ナイフ（１７１）
によって掻き取られたシート状の乾燥原料（Ｆ）は、ス
ピンドル（１７５）に係止して引き裂かれ、小片状の乾
燥原料となってしまい、シート状のものを得ることがで
きなくなってしまうこととなる。
【００５６】これに対し、この実施例では、スクレーパ
ー作動用として、手動操作が不要なシリンダー（１５
１）を使用しているため、操作性等を考慮する必要はな
く、シリンダー（１５１）をどのような位置にも取り付
けることができ、図示のようにシリンダー（１５１）を
ドラム（１２０）の下方に配置することにより、シリン
ダーロッド（１５３）をナイフ（１７１）の下方から取
り除くことができ、シート状の乾燥原料を得ることが可
能となる。
【００５７】しかも、このようにシリンダー（１５１）
の取付位置が制約されないため、シリンダー（１５１）
を従来の余剰スペース等に配置することも可能となり、
装置のコンパクト化を図ることができる。
【００５８】なお、本発明においては、回転体の軸シー
ル部分のシール材としてフレキシブルジョイントを使用
しているが、それだけに限られず、可撓性ないしは柔軟
性を有するものであれば、どのようなシール材を使用し
てもよい。
【００５９】また、スクレーパー機構の軸シール部分に
使用されるシール材としても、ダイヤフラムだけに限ら
れず、ベローズシール等の他のシール材を使用してもよ
い。
【００６０】また、本発明は、上記実施例のものだけに
限られず、真空式シングルドラムドライヤーのほか、常
圧式ダブルドラムドライヤーにも適用することができ
る。
【００６１】
【発明の効果】この発明のドラムドライヤーによれば、
軸回りの回転が阻止された進退軸の進退作動に基づい
て、スクレーパーナイフのドラムに対する接離移動が行

われるよう構成されてなり、進退軸挿通孔を密閉するた
めの可撓性ないしは柔軟性を有するダイヤフラム等のシ
ール材が、進退軸および進退軸挿通孔周縁部にそれぞれ
固着されてなるため、進退軸作動時にはシール材が進退
軸に追随するように変形することとなる。したがって、
両者間において摺擦部がなくなって完全シールが図ら
れ、気密性を良好に保つことができるとともに、その間
への粉塵や水分の侵入を防止でき、進退軸の損傷等、粉
塵等の侵入による悪影響を防止することができるという
効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施例であるドラムドライヤ
ーを示す正断面図である。
【図２】第１実施例のドラムドライヤーを示す概略水平
断面図である。
【図３】第１実施例におけるスライドドラムの軸端機構
部を示す断面図である。
【図４】第１実施例におけるスクレーパー機構部を示す
断面図である。
【図５】第１実施例のスクレーパー機構部のスピンドル
連結部を示す分解断面図である。
【図６】この発明の第２の実施例であるドラムドライヤ
ーを示す略正断面図である。
【図７】従来のドラムドライヤーを示す略正断面図であ
る。
【図８】従来のドラムドライヤーのスクレーパー機構部
を示す断面図である。
【符号の説明】
１１、１１１…チャンバー
１１ｂ…スピンドル挿通孔（進退軸挿通孔）
２０、１２０…固定ドラム
３０…スライドドラム
７５…連結スピンドル（進退軸）
７１、１７１…スクレーパーナイフ
１１５ａ…ロッド挿通孔（進退軸挿通孔）
１５３…シリンダーロッド（進退軸）
Ｆ…原料
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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